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2026 年３月 18 日 
各 位 
 

会 社 名  
代表者名 代表取締役社長 C E O 田中 秀夫 

  (コード番号：２９８２ 東証プライム) 

問合せ先  専 務 取 締 役  C F O 後藤 英夫 
電話番号 ０３－５２５１－７６４１ 

 
 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 

当社は、2026年２月12日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2026年３月25日

開催予定の第６期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

１．変更の理由 
当社グループの事業内容の多様化に伴う、ホテル運営事業への参入を見据え、現行定款第２条の事業

目的の追加を行うものであります。 
 
２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりです。 
（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及び

これに相当する業務を営む外国会

社の株式または持分を保有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支

配・管理することを目的とする。 

（１）～（15）＜条文省略＞ 

（16）ホテル及び旅館の経営 

 

（17）～（32）＜条文省略＞ 

 

2. 当会社は、前項各号に掲げる事業を営

むことができる。 

 

第３条～第41条＜条文省略＞ 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及び

これに相当する業務を営む外国会

社の株式または持分を保有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支

配・管理することを目的とする。 

（１）～（15）＜条文省略＞ 

（16）ホテル及び旅館の経営並びに

運営 

（17）～（32）＜条文省略＞ 

 

2. 当会社は、前項各号に掲げる事業を営

むことができる。 

 

第３条～第41条＜現行どおり＞ 

 
３．日程（予定） 

定款変更のための定時株主総会開催日：2026年３月25日（水） 

定款変更の効力発生日  ：2026年３月25日（水） 
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４．適時開示の遅延理由 
定款変更の決議に関しましては、本来当該決議を行った時点で、ただちに適時開示すべきところ、確

認が不十分だったため、本日開示するに至りました。今後は、開示事項が発生した場合には、迅速に内

容を精査・確認し、適切なタイミングでの情報開示を行ってまいります。今般は、適時開示遅延となり

ましたことをお詫び申し上げます。 
 

以 上 
 


